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お近くの金融機関などで納付をお願い
します〔ゆうちょ銀行（郵便局）では納期
限後は納付できません〕／市税を納付い
ただくときは、税目・期別を確認してく
ださい／市税の納付は、便利な口座振替
をご利用ください／バーコード、確認番
号等が付いている納付書はコンビニエ
ンスストア・モバイルレジ・クレジット
カード（インターネット利用）でも納付
いただけます（納期限まで）。詳しい納付
方法はお問い合わせください

今月の市税

税目 納期限
国民健康保険税（随時期） 4月30日（木）

→納税課（内553）

日時 4月26日（日）
午前8時30分～午後5時

場所 納税課（市役所第1庁舎）

　市税のほか、納期限内のもので納付
書をお持ちいただいたものに限り、負
担金・使用料なども納付できます。ま
た、納税相談もできます。

■休日納税窓口

今月は次の保険料の納期です。
介護保険料（過年度分）
後期高齢者医療保険料（過年度分）

納期限 4月30日(木)

保険
料名 ①介護保険料 ②後期高齢者

医療保険料

問い
合わせ

高齢福祉課
（いずみプラザ内）
☎（042）321-1301

保険年金課
（市役所第1庁舎）
（内319）

※ 4月中旬に過年度分として納付書を郵送
　 年金天引きの方は4月15日（水）に天引き

t 3月に①65歳②75歳になっ
た方、本市に転入してきた
方、所得に変更があり保険
料が増額した方など

今月の保険料

後期高齢者医療制度
令和2・3年度の保険料率が決定令和2・3年度の保険料率が決定

→保険年金課（内319）

　後期高齢者医療制度では、皆さんが病気やけがをしたときの医療費などの支払い
に充てるため、医療費の自己負担分（1割または3割）を除いた医療給付費の約1割
を保険料として納めていただいています。残りの約5割は公費（国・都・市区町村）
から、約4割は現役世代からの支援金で負担しています。
　被保険者1人当たりの保険料の算出方法は下記のとおりです。令和2・3年度の均
等割額は昨年度の43,300円から44,100円に、所得割額を計算する際の所得割率は
昨年度の8.80％から8.72％に変更しました。
　また、①所得の低い方②会社の健康保険など〔国民健康保険（国保）・国民健康
保険組合（国保組合）は除く〕の被扶養者だった方は、右記のとおり軽減します。
※令和2年度後期高齢者医療保険料決定通知は7月下旬頃郵送予定 ○所得割額の軽減

　 被保険者本人の「賦課のもととなる
所得金額（＊1）」をもとに所得割額
を軽減しています（都後期高齢者医
療広域連合独自の軽減）。

賦課のもととなる所得金額 軽減割合
15万円以下 5割
20万円以下 2.5割

　後期高齢者医療制度加入の前日まで会社の健康保険など（国保・国保組合は除く）
の被扶養者だった方の均等割額は、加入から2年を経過する月まで5割軽減となり
ます。所得割額は当面の間かかりません。

②会社の健康保険など（国保・国保組合は除く）の被扶養者だった方の保険料の軽減

○均等割額の軽減
　同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の総所得金額等を合計
した額（＊2）をもとに均等割額を軽減しています。

総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 軽減割合
33万円以下で被保険者全員が年金収入80万円以下で、その他の所得がない 7割
33万円以下で7割軽減の基準に該当しない 7.75割
33万円＋（28万5千円×被保険者の数）以下 5割
33万円＋（52万円×被保険者の数）以下 2割
（＊2）  65歳以上（令和2年1月1日現在）の方の公的年金所得は、その所得からさら

に高齢者特別控除15万円を差し引いた額で判定

①所得の低い方の軽減措置

（＊1）  前年の総所得金額、山林所得金額、株式・長期（短期）譲渡所得金額等の合計から基礎
控除額33万円を控除した額※雑損失の繰越控除額は控除しません

被保険者1人当たりの保険料の算出方法

＝ ＋保険料額（年額）
（限度額64万円）

均等割額

44‚100円
被保険者1人当たり

所得割額

× 所得割率 8.72％
賦課のもととなる所得金額（＊1）

名　称 概　要

児童手当
（特例給付）

対象 0歳～中学3年生の児童を養育している家庭※所得制限あり

支給金額
0歳～3歳未満＝15,000円／月、3歳～中学生＝10,000円／月（支給月＝2月・6月・10月）
※ 第3子以降の小学校終了前児童＝15,000円／月（児童の順位は18歳に達した最
初の3月31日までの児童から数えます）

※所得制限を超えた場合（特例給付）＝5,000円／月
乳幼児医療費
助成制度

対象 小学校就学前の児童
助成内容 医療費（保険診療の自己負担分を助成。食事療養標準負担額を除く）

義務教育就学児
医療費助成制度

対象 小学1年生～中学3年生の児童※小学4年生から所得制限あり

助成内容
医療費（保険診療の自己負担分を助成。食事療養標準負担額を除く）
※ 通院1回につき、自己負担額から上限200円を控除した額を助成（調剤・訪問看護・
入院は無料）

児童扶養手当
対象 18歳に達した最初の3月31日までの児童（一定の障害のある方は20歳未満まで）を

養育しているひとり親家庭または父か母に重度の障害がある家庭※所得制限あり

支給金額 第1子＝10,180～43,160円／月、第2子＝5,100～10,190円／月加算、第3子以降
＝3,060～6,110円／月加算（支給月＝1月・3月・5月・7月・9月・11月）

児童育成手当 対象 18歳に達した最初の3月31日までの児童を養育しているひとり親家庭または父か母
に重度の障害がある家庭※所得制限あり

支給金額 児童1人＝13,500円／月（支給月＝2月・6月・10月）

ひとり親家庭等
医療費助成制度

対象 18歳に達した最初の3月31日までの児童（一定の障害のある方は20歳未満まで）を
養育しているひとり親家庭または父か母に重度の障害がある家庭※所得制限あり

助成内容 医療費（保険診療の自己負担分を助成。食事療養標準負担額と生活療養負担額は除
く）※市民税課税世帯は自己負担分のうち一割負担あり

特別児童
扶養手当

対象
20歳未満の心身に障害〔①身体障害者手帳1～3級程度②愛の手帳1～3度程度
③①②と同程度の疾病または身体・精神の障害（指定の診断書の提出が必要）〕が
ある児童を養育している家庭※所得制限あり

支給金額 1級認定児＝52,500円／月、2級認定児＝34,970円／月（支給月＝4月・8月・11月）

児童育成手当
（障害）

対象 20歳未満の心身に障害（①身体障害者手帳1・2級程度②愛の手帳1～3度程度③脳
性マヒまたは進行性筋萎縮症）がある児童を養育している家庭※所得制限あり

支給金額 児童1人＝15,500円／月（支給月＝2月・6月・10月）

心身障害児童
福祉手当

対象 20歳未満の心身に障害（①身体障害者手帳1～4級程度②愛の手帳1～4度程度）が
ある児童を養育している家庭※児童育成手当（障害）との併給はできません

支給金額 児童1人＝5,400円／月（支給月＝3月・6月・9月・12月）

　5月1日（金）から、令和2年度児童育成手当・障害手当の
申請受け付けを開始します。手当は申請月の翌月分から支
給します。現在手当を受けている方は、申請不要です。
tひとり親家庭、障害のある児童を養育している保護者で
令和元（平成31）年分の所得が所得制限限度額未満の方（下
表参照）f①印鑑②申請者名義の銀行口座番号が分かるも
の③児童育成手当申請者は戸籍謄本（全部事項証明書）※
本籍地が本市の方は省略可④障害手当申請者は愛の手帳1
～3度または身体障害者手帳1・2級

児童育成手当・障害手当の児童育成手当・障害手当の
 申請受け付け 申請受け付け

児童に関する手当・医療費助成制度児童に関する手当・医療費助成制度 　各種手当などを受給するには、申請が必要です。所得制限や手当額・
支給開始月など詳しくは、お問い合わせください。

→子ども子育てサービス課（内378）

所得制限限度額
扶養親族等の数 所得制限限度額

0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人 4,744,000円
4人以上 扶養親族等が1人増すごとに38万円を加算

※ 老人扶養親族1人につき10万円、特定扶養親族1人につき25
万円を加算／平成31年分の源泉徴収票は給与所得控除後の
金額、平成31年分確定申告書は所得金額の合計欄で確認し
てください／総所得から社会保険料控除（一律8万円）を引い
た金額を上表と比較してください。また、対象控除は所得か
ら控除することができます

対象控除・控除額雑損・医療費・小規模企業共済掛金・特別配
偶者控除の相当額、障害者控除27万円、特別障害者控除40
万円、寡婦（夫）控除27万円（未婚でも適用）、寡婦特別控除
35万円（未婚でも適用）、勤労学生控除27万円

　※詳しくは子ども子育てサービス課へ


